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平成２５年労第４０２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び

休業補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月に会社Ａ（以下「派遣元会社」という。）に入社し、

自動車向けブレーキ部品等の製造を行うＢ会社（以下「派遣先会社」という。）

に派遣され、製品の製造工程業務に従事していた。 

請求人によると、派遣元会社及び派遣先会社の労働者からのパワーハラスメン

ト（以下「パワハラ」という。）を受けたことや、劣悪な労働環境、毎日残業が

続いたこと等により、同月中旬頃から胃の痛みの症状が現れたとしている。請求

人は、同年○月○日Ｃ病院に受診し「出血性びらん性胃炎」と診断され、その後、

同月○日Ｄクリニックに受診し「ストレス反応性うつ状態」と診断された。 

請求人は、請求人に発病した精神障害は業務上の事由によるものであるとして、

監督署長に療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたところ、監督署長は、業

務に起因して発病したものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分

をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却

したので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだものであ

る。 

第２ 再審査請求の理由 



 - 2 - 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の付加的判断 

（１）請求人の精神障害について、労働局地方労災医員協議会精神障害等専門部会

（以下「専門部会」という。）はＥ医師の意見書を踏まえ、平成○年○月中旬

頃にＩＣＤ－１０診断ガイドラインの「Ｆ３２ うつ病エピソード」（以下「本

件疾病」という。）を発病したとの意見を述べており、当審査会も請求人の症

状経過等に照らし、同部会の意見を妥当なものと判断する。 

（２）ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月２

６日付け基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）を作成しており、

当審査会としても、その取扱いを妥当なものであると考えるところから、以下、

認定基準に基づき、本件について検討する。 

（３）請求人は、本件疾病の発病の原因となる出来事として、要旨、①製品の製造

工程に関する注意・指導をきつい口調で受けたこと、②スピードは速く、かつ

ミスをしないように促され、ミスがあると厳しく叱責されたこと、③検査工程

からメッキ工程へ配置転換され、肉体的、精神的にダメージを受けたこと等で

あると主張している。 

請求人の主張するこれらの内容は、認定基準の具体的出来事のうち、「非正

規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた」に該当

すると考えられる。なお、請求人によると、ねじの検査についてＦからきつい

口調で指導されたと述べているものの、敬語で言われたとしており、実際に指
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導を受けた内容をみても請求人の人格を否定するものとは認められないことか

ら、当該出来事の心理的負荷の総合評価は「弱」が相当と判断する。 

以上より、請求人に発病した本件疾病は、業務上の事由によるものとは認め

られない。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休

業補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はな

い。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


